
JP 2014-232657 A 2014.12.11

10

(57)【要約】
【課題】　組立性の改善が可能なダウンライトを提供す
る。
【解決手段】　天井面に対して固定される枠体１と、枠
体１上において天井面に直交する軸周りに回転可能に支
持される回転枠２と、回転枠２に対し天井面に平行な軸
周りに回転可能に連結された灯具３とを備える。さらに
、回転枠２の上側において枠体１に固定される押さえ板
５と、押さえ板５と回転枠２との間に介在して回転枠２
に上方から弾接する押さえばね６とを備える。押さえば
ね６は、押さえ板５には固定されていないから、組立時
に押さえばね６を押さえ板５に固定する作業が不要であ
ることにより、組立性の改善が可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井面に対して固定される枠体と、
　前記枠体上において前記天井面に交差する軸周りに回転可能に支持される回転枠と、
　電気的な光源を保持して前記回転枠に対し前記天井面に平行な軸周りに回転可能に連結
された灯具と、
　前記回転枠の上側において前記枠体に固定される押さえ板と、
　前記押さえ板と前記回転枠との間に介在して前記回転枠に上方から弾接する押さえばね
とを備え、
　前記押さえばねは、前記押さえ板に下方から弾接する本体部と、前記回転枠に上方から
弾接する弾接部と、前記枠体に対する前記回転枠の回転方向において前記枠体の一部を挟
むことで前記枠体に対して位置決めされる位置決め部とを有し、前記押さえ板には固定さ
れていないことを特徴とするダウンライト。
【請求項２】
　前記枠体の上面には位置決め凸部が上方に突設されていて、
　前記押さえばねは、前記位置決め凸部が挿入される位置決め穴を有し、前記位置決め穴
に前記位置決め凸部が挿入されることによって前記枠体に対して位置決めされることを特
徴とする請求項１記載のダウンライト。
【請求項３】
　前記押さえ板は前記枠体に対してねじ止め固定されていて、
　前記押さえばねは、前記押さえ板を前記枠体にねじ止めするねじが挿通される位置決め
穴を有し、前記ねじが前記位置決め穴に挿通されることで前記枠体に対して位置決めされ
ることを特徴とする請求項１記載のダウンライト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダウンライトに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、天井面に固定されて光の照射方向を変更可能なダウンライトが提供されてい
る（例えば、特許文献１参照）。天井面は、厚さ方向を上下方向に向けて造営材（コンク
リートなど）との間に隙間（いわゆる配線スペース）を開けて固定された板材からなる天
井材の下面である。上記のダウンライトは、天井材に設けられた貫通穴である埋込穴に埋
込配設される。
【０００３】
　この種のダウンライトとして、例えば図１３及び図１４に示すようなものがある。この
ダウンライトは、天井面（図示せず）に対して固定される枠体１と、枠体１上において天
井面に直交する軸周りに回転可能に支持される回転枠２と、電気的な光源を保持して回転
枠２に対し天井面に平行な軸周りに回転可能に連結された灯具３とを備える。すなわち、
枠体１に対して回転枠２を回転させることで灯具３の方位角を変更することができ、回転
枠２に対して灯具３を回転させることで灯具３の俯角を変更することができる。そして、
上記のように灯具３の方位角や俯角を変更することで、灯具３に保持された光源の光の照
射方向を変更することができる。
【０００４】
　より具体的に説明すると、枠体１は、全体として軸方向を上下方向に向けた円筒形状の
筒部１１と、筒部１１の下端から全周にわたって径方向の外向きに突設された環形状の鍔
部１２とを有する。筒部１１は埋込穴に挿通され、鍔部１２は、埋込穴の下側の開口の周
囲において天井面に当接する。つまり、下方から見て、埋込穴の内周面と筒部１１の外周
面との間の隙間は、鍔部１２によって覆われる。
【０００５】
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　また、筒部１１の外周面には、それぞれ板ばねからなる３個の取付ばね４が、周方向に
ほぼ等間隔に取り付けられている。枠体１は、鍔部１２と取付ばね４との間に天井材が挟
まれることで、天井材に対して（つまり天井面に対して）固定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－４５７１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のダウンライトにおいては、枠体１の上側に固定された押さえ板５が設けられてい
る。押さえ板５は環形状であって、一部を回転枠２の上側に位置させる形で、枠体１の筒
部１１に対してねじ止め固定されている。また、図１５及び図１６に示すように、押さえ
板５と回転枠２との間には、回転枠２に上方から弾接する押さえばね６が介装されている
。押さえばね６は、押さえ板５を枠体１にねじ止めするねじ７１とは別途のねじ７２によ
り、押さえ板５にねじ止め固定されている。押さえばね６により回転枠２と枠体１との間
の摩擦力が増大することや、押さえばね６と回転枠２との間の摩擦力により、枠体１に対
する回転枠２の回転であって使用者が意図しない回転（例えば、振動による回転など）が
抑えられる。
【０００８】
　しかしながら、上記のダウンライトにおいては、押さえばね６を押さえ板５にねじ止め
する工程が必要であったことにより、組立性が比較的に悪かった。
【０００９】
　本発明は、上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、組立性の改善が可能な
ダウンライトを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のダウンライトは、天井面に対して固定される枠体と、前記枠体上において前記
天井面に交差する軸周りに回転可能に支持される回転枠と、電気的な光源を保持して前記
回転枠に対し前記天井面に平行な軸周りに回転可能に連結された灯具と、前記回転枠の上
側において前記枠体に固定される押さえ板と、前記押さえ板と前記回転枠との間に介在し
て前記回転枠に上方から弾接する押さえばねとを備え、前記押さえばねは、前記押さえ板
に下方から弾接する本体部と、前記回転枠に上方から弾接する弾接部と、前記枠体に対す
る前記回転枠の回転方向において前記枠体の一部を挟むことで前記枠体に対して位置決め
される位置決め部とを有し、前記押さえ板には固定されていないことを特徴とする。
【００１１】
　上記のダウンライトにおいて、前記枠体の上面には位置決め凸部が上方に突設されてい
て、前記押さえばねは、前記位置決め凸部が挿入される位置決め穴を有し、前記位置決め
穴に前記位置決め凸部が挿入されることによって前記枠体に対して位置決めされてもよい
。
【００１２】
　または、上記のダウンライトにおいて、前記押さえ板は前記枠体に対してねじ止め固定
されていて、前記押さえばねは、前記押さえ板を前記枠体にねじ止めするねじが挿通され
る位置決め穴を有し、前記ねじが前記位置決め穴に挿通されることで前記枠体に対して位
置決めされてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、組立時に押さえばねを押さえ板に固定する作業が不要であることによ
り、組立性の改善が可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】本発明の実施形態の要部を示す分解斜視図である。
【図２】同上を示す斜視図である。
【図３】同上を示す分解斜視図である。
【図４】同上の枠体を示す斜視図である。
【図５】同上の枠体の要部を示す斜視図である。
【図６】同上の押さえばねを示す斜視図である。
【図７】同上の変更例における枠体を示す斜視図である。
【図８】図７の例における枠体の要部を示す斜視図である。
【図９】図７の例の要部を示す分解斜視図である。
【図１０】同上の別の変更例における枠体を示す斜視図である。
【図１１】図１０の例における枠体の要部を示す斜視図である。
【図１２】図１０の例の要部を示す分解斜視図である。
【図１３】従来例を示す斜視図である。
【図１４】同上を示す分解斜視図である。
【図１５】同上において押さえ板に押さえばねが固定されたものを示す斜視図である。
【図１６】同上において押さえ板に押さえばねが固定されたものの要部を示す斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　ダウンライトは、天井面に対して固定される枠体１と、枠体１上において天井面に交差
する軸周りに回転可能に支持される回転枠２と、電気的な光源を保持して回転枠２に対し
天井面に平行な軸周りに回転可能に連結された灯具３とを備える。ダウンライトは、さら
に、回転枠２の上側において枠体１に固定される押さえ板５と、押さえ板５と回転枠２と
の間に介在して回転枠２に上方から弾接する押さえばねとを備える。押さえばね６は、押
さえ板５に下方から弾接する本体部６１と、回転枠２に上方から弾接する弾接部６２と、
枠体１に対する回転枠２の回転方向において枠体１の一部を挟むことで枠体１に対して位
置決めされる位置決め部６３とを有し、押さえ板５には固定されていない。
【００１６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１７】
　本実施形態は、図２及び図３に示すように、天井面（図示せず）に対して固定される枠
体１と、枠体１上において天井面に直交する軸周りに回転可能に支持される回転枠２とを
備える。さらに、本実施形態は、電気的な光源を保持して回転枠２に対し天井面に平行な
軸周りに回転可能に連結された灯具３を備える。すなわち、枠体１に対して回転枠２を回
転させることで灯具３の方位角を変更することができ、回転枠２に対して灯具３を回転さ
せることで灯具３の俯角を変更することができる。そして、上記のように灯具３の方位角
や俯角を変更することで、灯具３に保持された光源の光の照射方向を変更することができ
る。
【００１８】
　より具体的に説明すると、枠体１は、全体として軸方向を上下方向に向けた円筒形状の
筒部１１と、筒部１１の下端から全周にわたって径方向の外向きに突設された環形状の鍔
部１２とを有する。本実施形態は天井面を構成する天井材に設けられた埋込穴（図示せず
）に埋込配設されるものであって、筒部１１は埋込穴に挿通され、鍔部１２は、埋込穴の
下側の開口の周囲において天井面に当接する。つまり、下方から見て、埋込穴の内周面と
筒部１１の外周面との間の隙間は、鍔部１２によって覆われる。
【００１９】
　回転枠２は、灯具３を囲む円環形状であって枠体１の筒部１１上に載置された摺動部２
１を有し、摺動部２１が筒部１１上を摺動することによって枠体１に対し筒部１１の中心
軸回り（つまり天井面に垂直な軸周り）に回転する。また、回転枠２は、摺動部２１の内
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周端から下方に突設された円筒形状であって回転枠２に対する灯具３の回転軸３１を支持
する支持部２２を有する。回転軸３１は、支持部２２を径方向に貫通することで、支持部
２２に支持されている。さらに、灯具３は、回転軸３１の上方において回転軸３１に平行
な方向に突設された被ガイド部３２を有する。回転枠２は、厚さ方向を回転軸３１の軸方
向に向けたガイド部２３を有する。ガイド部２３には回転軸３１と同軸の円弧形状のガイ
ド穴２３０が設けられており、回転枠２に対する灯具３の回転に伴って被ガイド部３２は
ガイド穴２３０内を変位する。被ガイド部３２とガイド部２３との間の摩擦力により、回
転枠２に対する灯具３の回転であって使用者が意図しない回転（例えば、重力による回転
や振動による回転など）が抑えられる。
【００２０】
　また、本実施形態は、回転枠２の上側において枠体１にねじ止め固定される押さえ板５
と、押さえ板５と回転枠２との間に介在して回転枠２に上方から弾接する押さえばね６と
を備える。押さえばね６により回転枠２と枠体１との間の摩擦力が増大することや、押さ
えばね６と回転枠２との間の摩擦力により、枠体１に対する回転枠２の回転であって使用
者が意図しない回転（例えば、振動による回転など）が抑えられる。押さえ板５は、灯具
３を囲む円環形状の本体部５１と、本体部５１の周方向に略等間隔に３個設けられてそれ
ぞれ本体部５１の下方に突出する取付部５２とを有する。各取付部５２には、それぞれ板
ばねからなり枠体１の鍔部１２との間に天井材（図示せず）を挟む周知の取付ばね４が例
えばカシメ固定により取り付けられている。枠体１は、鍔部１２と取付ばね４との間に天
井材が挟まれることで、天井材に対して（つまり天井面に対して）固定される。また、本
体部５１には、枠体１へのねじ止め用のねじ７１が挿通されるねじ止め部５０が複数個設
けられている。各ねじ止め部５０はそれぞれ上下方向と径方向の外側とに開放された切り
欠きからなる。
【００２１】
　また、図４に示すように、筒部１１の外周面には、それぞれ上面にねじ穴が開口した６
個のねじ止め部１３１，１３２が、径方向の外向きに突設されている。各ねじ止め部１３
１，１３２は、それぞれ上端部が筒部１１よりも上方に突出しており、回転枠２は、摺動
部２１をねじ止め部１３１，１３２の上端部に囲まれることで、枠体１に対する位置ずれ
であって水平方向への位置ずれを防止される。また、ねじ止め部１３１，１３２としては
、比較的に幅が大きいもの（以下、「第１ねじ止め部」と呼ぶ。）１３１と、比較的に幅
が小さいもの（以下、「第２ねじ止め部」と呼ぶ。）１３２とが交互に設けられている。
図５に示すように、各第１ねじ止め部１３１の上端には、それぞれ、軸方向を上下方向に
向けた円柱形状の位置決め凸部１４が突設されている。さらに、各第１ねじ止め部１３１
の上端面において、位置決め凸部１４を挟む両側には、それぞれ上方と径方向の外側とに
開放された位置決め凹部１５が設けられている。
【００２２】
　次に、押さえばね６について説明する。押さえばね６は、例えば金属板に打ち抜き加工
と曲げ加工とを施すことで形成された板ばねからなり、厚さ方向を上下方向に向けて押さ
え板５の下面に弾接する本体部６１を有する。本体部６１には、位置決め凸部１４が挿入
される円形状の貫通穴である位置決め穴６０が設けられている。さらに、本体部６１にお
いて、筒部１１の径方向の内側に向けられる方向の端部であって筒部１１の周方向に向け
られる方向の両端部には、それぞれ、本体部６１の下方に弾性的に突出する弾接部６２が
設けられている。また、本体部６１において、筒部１１の径方向の外側に向けられる方向
の端部であって筒部１１の周方向に向けられる方向の両端部には、それぞれ、筒部１１の
周方向に厚さ方向を向ける位置決め部６３が下方に突設されている。
【００２３】
　組立時には、図１に示すように、枠体１に回転枠２が載置された状態で、位置決め穴６
０に位置決め凸部１４を挿入し、各位置決め凹部１５にそれぞれ位置決め部６３を挿入し
、各弾接部６２をそれぞれ回転枠２の摺動部２１の上面上に載置する。ここにおいて、位
置決め部６３は、筒部１１の周方向（すなわち枠体１に対する回転枠２の回転方向）にお
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、それぞれ弾接部６２との間にも枠体１の一部（筒部１１の上端部）を挟む。さらに、位
置決め穴６０の内周面も、枠体１に対する回転枠２の回転方向において枠体１の位置決め
凸部１４を挟む位置決め部となっている。以上により、押さえばね６は枠体１に対して位
置決めされる。その後、図１の矢印Ａ１で示すように押さえ板５を枠体１にねじ止め固定
すれば、押さえ板５の本体部５１の下面により押さえばね６の本体部６１が下方に押され
、各弾接部６２がそれぞれ回転枠２の摺動部２１の上面に上方から弾接する。上記のねじ
止め固定の際の位置決め凸部１４との干渉を避けるために、押さえ板５の本体部５１には
、位置決め凸部１４を避ける切り欠き５３が設けられている。
【００２４】
　上記構成によれば、組立時に押さえばね６を押さえ板５に固定する作業が不要であるこ
とにより、組立性の改善が可能である。
【００２５】
　ここで、上記の実施形態においては、ねじ穴１３０と位置決め凸部１４とが筒部１１の
周方向に並んでいるが、枠体１の形状は上記に限られない。例えば、図７～図９に示すよ
うに、ねじ穴１３０が、位置決め凸部１４に対して、筒部１１の径方向の外側に配置され
ていてもよい。上記の例では第２ねじ止め部１３２のうち２個が、ねじ穴１３０を有さな
い凸部１６に変更されている。また、上記の例では押さえ板５のねじ止め部５０（図９参
照）は切り欠きではなく貫通穴となっている。
【００２６】
　また、位置決め凸部１４を設ける代わりに、図１０～図１２に示すように、枠体１に対
する押さえ板５のねじ止めに用いられるねじ７１を、押さえばね６の位置決め穴６０に挿
通することで、押さえばね６の位置決めを行ってもよい。図１０～図１２の例では、位置
決め凹部１５は筒部１１の周方向の両側に開放されている。
【符号の説明】
【００２７】
　１　枠体
　２　回転枠
　３　灯具
　５　押さえ板
　６　押さえばね
　１４　位置決め凸部
　６０　位置決め穴（内周面が位置決め部）
　６１　本体部
　６２　弾接部
　６３　位置決め部
　７１　ねじ
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